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衣替えについて 

  

日頃は、本校の教育にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

衣替えについて、下記のとおり行います。 

つきましては、内容を確認して、季節に合わせた制服を着用してください。 

 

 

記 

 

１ 衣 替 え  令和５年６月１日（木） この日から「夏服」に統一します。 

 

２ 調節期間  令和５年５月８日（月）～５月３１日（水） 

 

３ 備  考  ・本校の夏服については裏面を参照してください。 

  ・調節期間は、気温や体調に合わせて衣服を調節してください。 

・ブレザーの着脱、カッターシャツの長袖と半袖、スラックスやスカート

の夏用への切り替えで調節してください。 

・ネクタイは、夏服の時は締めていなくてもかまいません。 

  ・体操服については、気温に応じた着こなしをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜清流高等特別支援学校 

 担当 生徒指導主事 吉田 徹  
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【岐阜清流高等特別支援学校 夏服】 

 

１ 夏服について 

 

                        

 

２ 制服着用について 

（１）年間を通して、カッターシャツの下には肌着を着る習慣を身に付けてください。

体操服をカッターシャツの下に着る生徒がいますが、ラインやネームなどがはっ

きりと透けてしまうため、着こなしとして認めていません。 

（２）ソックスは、以下のものを使用してください。 

〔スラックスタイプ〕紺色無地でふくらはぎ下までの長さのもの（クルー丈） 

〔スカートタイプ〕 紺色無地のハイソックス 

  

３ その他  

（１）校章バッジは、ブレザー着用時のみ付けてください。 

※夏服期間中に紛失しないよう注意してください。 

（２）校章入りのカッターシャツ、アイロンプリント用校章については、制服を購入し

た販売店へ問い合わせてください。(学校生活ハンドブック 2023 12ページ参照) 

 

 

 

・半袖または長袖のカッターシャツ 

（開襟シャツではなく、カッターシ

ャツとする） 

・長袖を着用する際は、腕まくりは

しない。袖のボタンはしっかりと留

める。 

・スラックス、スカート 

※１年を通して、カッターシャツは

校章入りを着用します。校章入りを

購入するか、市販のカッターシャツ

に校章をアイロンプリントしてくだ

さい。胸ポケットがない場合は、お

よそ同じ場所にプリントしてくださ

い。 


